
③納入の確認が取れ次第
診療報酬明細書(レセプト）の写しを送付

②医療費（７～９割分）返還 　　⑤医療費支給
（金融機関又は市役所の

　　　　①医療費返還請求
　 　 （通知と納付書を郵送） ④領収書と診療報酬明細書の写し

を揃えて医療費（療養給付費）請求

健康保険への医療費請求には時効があります。
詳しくは、受診当時資格のあった健康保険へお問
合せください。

全国健康保険協会、健康保険組合、
共済組合、他市町村国保　等

（受診当時資格のあった健康保険）

受診者
（国保資格喪失後）

笠間市
（国民健康保険）

資格喪失後受診の医療給付費返還と請求の流れ

窓口にて納入）


